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国分寺市立歴史公園条例を一部改正する条例について 

１．歴史公園としての位置づけ 

 

史跡武蔵国分寺跡のうち令和４年度から７年度にかけて整備工事を行った範囲（次ペ

ージ参照）を新たに歴史公園に位置づけ、市民の利用に供する。 

 

２．歴史公園内の地区の名称を分かり易く整理  

 

歴史公園としての各地区の名称を分かり易いものに整理する。 

 現行 改正後（案） 

名称 地区 

国分寺市立

歴史公園 

武蔵国分尼寺跡 武蔵国分尼寺跡 

史跡東山道武蔵路 

（武蔵国分寺跡北方地区） 
東山道武蔵路跡 

史跡武蔵国分寺跡 

（僧寺北東地域） 
僧寺北東地域 

史跡武蔵国分寺跡 

（国分寺崖線下地域） 
僧寺国分寺崖線下地域 

史跡武蔵国分寺跡 

（僧寺中枢地域） 
武蔵国分僧寺跡 

※各地区の位置は次ページ参照 

 

３．別表第５  備考欄４の引用条例名の修正  

 

現行 改正後（案） 

４ １日券又は年間入園券により、国分

寺市文化財展示施設設置条例（昭和

55年条例第 21号）に規定する国分

寺市武蔵国分寺跡資料館に入館するこ

とができる。 

４ １日券又は年間入園券により、国分

寺市文化財展示施設条例    （昭和

55年条例第 21号）に規定する国分

寺市武蔵国分寺跡資料館に入館するこ

とができる。 

令 和 ８ 年 第 ２ 回 定 例 会 

議 案 第 7 4 号 

厚 生 文 教 委 員 会 資 料 

ふ る さ と 文 化 財 課 
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